
 

 

今後の策定の流れ（予定） 

 

◆後期基本計画（原案） 

  ４月当初に、総合計画審議会の答申を踏まえ、後期基本計画（原案）を作成する。 

 

 

◆アンケート 

  ４月中旬から５月上旬にかけ、計画指標現状値取得のためのアンケートを実施する。 

 

 

◆市民説明会 

  計画原案の市民への周知を図るため市民説明会を開催する。 

   （開催予定） 

5月 28日（土） 10：00～12：00  西船橋出張所 

5月 28日（土） 14：00～16：00  東部公民館 

6月 4日（土）  14：00～16：00  きららホール 

6月 11日（土） 10：00～12：00  二和公民館 

 

 

◆パブリックコメント 

  市民説明会開催時期に合わせて原案に関するパブリックコメント（５月中旬～６月中

旬）を実施する。 

 

 

◆後期基本計画（案） 

  市民説明会、パブリックコメントの結果を踏まえ後期基本計画（案）を作成する。 

 

 

◆議案提出 

  「船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例」に基づき、後期基本計画（案）

を９月の定例市議会へ議案として上程する。 

 

 

◆計画書の印刷 

  議決を経た後、計画書を印刷する。 
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